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第 1〜 3学年学生諸君 

 

学生主事 
 

令和５年度後期授業料免除 

【災害等による特別な理由及び特別措置】について 

 
このことについて，申請を希望する学生は，下記｢1.免除の対象｣のとおり自らが対象となるかを確認の 

上，学生課学生係（gakusei@jimu.nara-k.ac.jp）へメールにて連絡してください。申請書類を配付または郵

送（夏季休業期間中）しますので，同封している授業料免除申請要項に記載のある期限までに必要書類

を提出してください。なお，期限後に家庭事情の急激な変化等で授業料納付が困難になった場合は，学

生係に申し出てください。 

記 

1.免除の対象 
本科 1〜3年生で，次の（1）または（2）に該当する学生 
 

（1）災害等の特別な事情による場合 
次の①又は②に該当する特別な事情により，授業料の納付が著しく困難であると認められる者 
①授業料の各期の納付期限前 6 月以内（新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係 
る場合は入学前 1年以内）において，学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者
が風水害等（新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変※１を含む）の災害を受けた場
合 
②①に準ずる場合であって，校長が相当と認める事由がある場合 

 
（2）授業料免除における特別措置による場合 

①～④に該当する事情があり，かつ，経済的理由によって授業料の納付が困難※２であると認め
られる者 
①高等学校等就学支援金制度の対象となる 1年生から 3年生までのうち，授業料の各期の納付 
期限前 6 月以内において，学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合 

②高等学校等就学支援金制度の 36 月の支給上限期間を超える等，当該制度では就学支援され 
ない 3年生以下の者であり，かつ学業優秀※３と認められる者 
③高等学校等就学支援金制度の対象となる 1年生から 3年生までのうち，課税証明書が発行さ 
れない等の理由で就学支援金の加算申請ができない者で，かつ学業優秀※３と認められる者 

④その他授業料を免除することが相当と認められる理由がある場合 
 

※1 新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変と認められる場合 
・国や地方公共団体が，新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実

施する公的支援の受給証明書（対象の公的支援は高等教育の修学支援新制度の例に準ずる）の提出ができる場

合，又は事由発生後の所得が事由発生前の年間所得と比較し１／２以下となっている場合 

・事由発生後の所得が高専機構の通常の授業料免除制度の基準範囲内となっている場合 
    ※2「経済的理由によって授業料の納付が困難」とは，別途定めるところにより，その者の属する世帯の一年間の 

総所得金額が一定基準以下となる場合をいいます。ただし，長期療養者がいる世帯，身体障害者がいる世帯な 

ど家計の支出が多額となる特別の事情がある者については，特例が認められ，基準が緩和されます 

※3 ｢学業優秀｣とは,本科 1 年生については,本科在学時の成績又は入学試験成績が入学者の上位 2/3 であること,

あるいは,それと同等と認められることをいいます｡また,本科 2 年生以上については,本校が定める標準単位数

を修得し,かつ,成績が上位 2/3 以上であること,あるいは,それと同等と認められることをいいます｡ただし，母

子・父子家庭，生活保護世帯等経済的困窮度が著しく高く特別の事情がある者については，特例が認められま

す。なお，修得単位が皆無若しくは極めて少ない者，留年している者（授業料の免除を受けようとする年度に

おいて，同一学年にとどまっている者をいう。）は，病気，留学など特別な事由があると認められる場合を除き，

免除の対象とはなりません。 



 
2.免除実施額 

後期分授業料の全額または半額 
 

3. 申請書類配付期間 

令和 5年 7月 18 日（火）～10 月 4 日（水） 
 
4.注意事項 
・申請書類等に虚偽があったときは，許可を取消す場合があります。  
・後期に申請していても，選考はそれぞれ各期ごとに行うため，後期と後期で選考結果が
異なる場合があります。  

・後期は 4月 1日，後期は 10 月 1 日現在の状況をもとに選考を行います。  
・授業料免除等の申請に伴う許可，不許可が決定されるまでの間は，その申請に係る授業
料の徴収は猶予されます。 

以上 
 


